
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模宅地特例の特定貸付事業               

Ｑ：小規模宅地特例の特定貸付事業に該当

するかどうかの判断基準は、どうなっている

のですか？                                        

                                              

Ａ：所得税の不動産所得における５棟10室

基準等に準ずることとなっています。 

【解説】 

小規模宅地特例の貸付事業用宅地は、平成

30年４月１日以後の相続から、原則として、

相続開始前３年以内に貸付けを始めたものは、

その対象から除外されることとなりました。

ただし、例外的に、特定貸付事業を相続開始

前３年超行っている場合には、その３年以内

に貸し付けたものも対象になるとしています。 

この場合の特定貸付事業に該当するかどう

かの判定は、所得税の不動産所得における５

棟10室基準等に準ずることとされています。 

５棟10室基準とは、不動産所得に係る建物

の貸付けが事業的規模であるか否かを判定す

る基準で、次のようなものとなっています。 

①貸間、アパート等については、貸与するこ

とができる独立した客数がおおむね10以上

であること 

②独立した家屋の貸付けについては、おおむ

ね５棟以上であること 

なお、この場合、建物が共有になっていて

も各自の持ち分で判定せず、建物全体で５棟

10室基準を満たすかどうかを判定します。 

また、駐車場の場合は、駐車スペース５台

分を１室に換算して計算することが認められ

ています。 
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